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本
年
度
の
個
人
住
民
税(

市
民
税
、
県
民

税)

を
課
税
し
ま
す
。

住
民
税
の
納
期
は
、
６
・
８
・
10
月
お
よ

び
翌
年
１
月
の
年
４
回
で
す
。

口
座
振
替
を
選
択
さ
れ
た
方
は
、
各
期
の

末
日
が
振
替
日
で
す
の
で
、
指
定
口
座
が
残

高
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は
、
６
月

か
ら
給
料
天
引
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。
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平
成
18
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
改
正
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。
主
に
世
代
間
の
税
負

担
の
公
平
を
図
る
観
点
か
ら
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

①
65
歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

千
万
円
以
下
の
方
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て

い
た
老
年
者
控
除(

控
除
額
48
万
円)

が

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

②
65
歳
以
上
の
方
に
対
す
る
上
乗
せ
控
除
が

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

③
65
歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

２
５
万
円
以
下
の
方
に
対
す
る
非
課
税
措

置
が
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
昭
和
15
年
１
月
２
日
以
前
生
ま

れ
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円

以
下
の
方
に
つ
い
て
は
、
下
表
の
と
お
り
経

過
措
置
が
あ

り
ま
す
。

④
定
率
控
除
額
の
変
更

控
除
率
７･

５
％

上
限
２
万
円
。

(

改
正
前

控
除
率
15
％

上
限
４
万
円)

※
前
納
報
奨
金
制
度
は
前
年
度
か
ら
廃
止
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
括
納
付
さ
れ
て
も

納
付
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。�
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環
境
基
本
法
に
よ
り
、
毎
年
６
月
５
日
は

｢

環
境
の
日｣

、
６
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
の

１
か
月
間
は｢

環
境
月
間｣

で
す
。

住
民
の
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
身
の
回

り
の
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え
、
ま
た
各
地

区
・
自
治
会
等
で
行
わ
れ
る
清
掃
・
植
樹
活

動
に
積
極
的
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
集
め
ら
れ
た

ご
み
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
雲
南
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー
・
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
・
い
い
し

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
て
無
料
で
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
各
処
理
場
へ
は
分
別
を
行
っ
た

上
で
、
各
自
直
接
持
込
み
と
な
り
ま
す
。
搬

入
の
際
は
、
事
前
に
各
総
合
セ
ン
タ
ー
自
治

振
興
課
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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平
成
18
年
７
月
１
日
よ
り
た
ば
こ
税
の
税

額
が
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
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お
詫
び
と
訂
正

●
市
報
う
ん
な
ん
５
月
号
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

14
ペ
ー
ジ
、
雲
南
市
の
職
員
紹
介

雲
南
市
人
権
セ
ン
タ
ー�

�
�

秋
岡

進⇒
�
�
�
�
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●市民税 3,000円
●県民税 1,500円 (うち500円は ｢水と緑の森づくり税｣

です｡)
計4,500円

�����

前年中の所得金額を基礎とし､ 次により計算した金額です｡
(所得金額－所得控除額) ×税率－速算控除額－税額控
除等－定率控除額＝所得割額

	
���

定率控除前の所得割額の7.5％を控除します｡ ただし､ 市
民税と県民税をあわせて２万円を限度とします｡

平成18年度 平成19年度
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課税所得金額
市 民 税 県 民 税

税率 速算控除額 税率 速算控除額
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叙
勲
の
栄
誉
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
と
祝

意
を
表
し
ま
す
。
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鉱
工
、
農
林
、
水
産
、
運
輸
、
通
信
、
建

設
な
ど
の
各
職
域
に
お
い
て
、
優
れ
た
創
意

工
夫
に
よ
っ
て
技
術
の
改
善
向
上
に
貢
献
さ

れ
た
功
績
に
よ
り

I
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1
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R
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R
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人
権
擁
護
委
員
は
、
私
た
ち
の
人
権
が
侵

さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
も
し
人
権
を
侵

さ
れ
た
人
が
い
た
場
合
に
は
、
相
談
相
手
に

な
っ
て
救
済
し
た
り
、
人
々
の
間
に
正
し
い

人
権
の
考
え
方
を
広
め
た
り
し
ま
す
。

国
か
ら
委
任
さ
れ
た
市
内
の
人
権
擁
護
委

員
は
次
の
み
な
さ
ん
で
す(

６
月
１
日
現
在)

。

大
東
町

蓮
岡
法�

、
恩
田
磯
子

加
茂
町

鍔
木

篤
、
内
田
慶
子

木
次
町

堀
江
美
代
子
、
山
根
幹
男

三
刀
屋
町

藤
原
豊
善
、
西
村
三
千
世

掛
合
町

藤
飛
昭
憲
、
佐
野
紀
子

吉
田
町

吉
長
雅
昭
、
堀
江
光
義

【
問
】
松
江
地
方
法
務
局
雲
南
支
局

�
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４
�42
�５
２
１
０
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犯
罪
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
く
た
め
、

今
年
も
全
国
一
斉
に
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
が
展
開
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
一
環
と
し
て

実
施
す
る｢

愛
の
図
書
募
金｣

活
動
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

j
k
l
m
h
n
�
o
p
h
n

��o

大
仁
地
区
更
生
保
護
女
性
会

(

代
表

西
原

倍
子
さ
ん)

飯
石
地
区
更
生
保
護
女
性
会

(

代
表

小
田

芳
枝
さ
ん)

【
問
】
島
根
県
更
生
保
護
女
性
連
盟

松
江
市
向
島
町
１
３
４-

10
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こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生

年
金
の
受
給
権
が
あ
る
場
合
や
障
害
基
礎
年

金
と
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
同
時
に
、
複
数
の
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
い
ず
れ
か

一
つ
の
年
金
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

平
成
18
年
４
月
か
ら
、
障
害
を
有
し
な
が

ら
働
い
た
こ
と
が
年
金
制
度
上
評
価
さ
れ
る

仕
組
み
と
し
て
、
65
歳
以
上
の
方
で
、
障
害

基
礎
年
金
と
老
齢
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と

す
る
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
場
合
、
同
時
に

両
方
の
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
次
に
掲
げ
る
年
金
の
受
給

権
が
あ
る
場
合
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
併
給
を
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、
選

択
申
出
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
診
断

書
等
を
提
出
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
障
害
基
礎
年
金
と
、
老
齢
厚
生
年
金

(
又
は
退
職
共
済
年
金)

②
障
害
基
礎
年
金
と
、
遺
族
厚
生
年
金

(
又
は
遺
族
共
済
年
金)

③
旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
と
老
齢
厚
生

年
金(

又
は
退
職
共
済
年
金)

④
旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
と
遺
族
厚
生

年
金

(

遺
族
共
済
年
金
又
は
特
例
遺
族
年
金)

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
併
給
の
選
択
を

し
た
方
が
年
金
額
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
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(

老
齢
基
礎
年
金
額
が
、
障
害
基
礎
年
金

額
を
上
回
る
こ
と
が
な
い
た
め)
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(

老
齢
厚
生
年
金
の
額
が
障
害
厚
生
年
金

の
額
を
上
回
る
こ
と
が
あ
る
た
め)
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写真右から中林勇次さん､ 速水市長､
朝山 久さん､ 板垣伸二さん
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厚生年金
(共済年金)

国民年金

老齢厚生年金
(退職共済年金)

障害厚生年金
(障害共済年金)

遺族厚生年金
(遺族共済年金)
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